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日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 に 関 す る 政 令 案 新 旧 対 照 条 文 

 

◎ 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 十 五 号 ） （ 第 一 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1  

◎ 自 衛 隊 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 九 年 政 令 第 百 七 十 九 号 ） （ 第 二 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2  

◎ 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の 環 境 に 配 慮 し た 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項 の 法 人 を 定 め る 政 令 

（ 平 成 十 七 年 政 令 第 四 十 二 号 ） （ 第 二 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3  

◎ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 年 政 令 第 三 百 八 十 九 号 ） （ 第 二 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4  

◎ 特 定 独 立 行 政 法 人 の 役 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 年 政 令 第 三 百 九 十 号 ） （ 第 二 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5  

◎ 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 二 百 七 号 ） （ 第 三 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6  

◎ 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 七 年 政 令 第 三 百 五 十 二 号 ） （ 第 四 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7  

◎ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 三 百 号 ） （ 第 五 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15  

◎ 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 三 十 四 号 ） （ 第 六 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16  

◎ 環 境 省 組 織 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 五 十 六 号 ） （ 第 七 条 関 係 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
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◎ 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 十 五 号 ）                   （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 九 条 の 二  法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 百 十 六 （ 略 ） 

 百 十 七  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 日 本 環 境 安 全 事 業

株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二

十 号 ） に よ る 改 正 前 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 平 成 十

五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式

会 社 を 含 む 。 ） 

 百 十 八 ～ 百 六 十 二 （ 略 ） 

 

 （ 法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 九 条 の 二  法 第 七 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 百 十 六 （ 略 ） 

 百 十 七 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

 

 百 十 八 ～ 百 六 十 二 （ 略 ） 

 

 （ 法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 九 条 の 四  法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 独

立 行 政 法 人 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 七 十 三 （ 略 ） 

 七 十 四  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 日 本 環 境 安 全 事 業

株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 日 本 環 境 安

全 事 業 株 式 会 社 法 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社

を 含 む 。 ） 

 七 十 五 ～ 百 七 （ 略 ） 

 （ 法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 ） 

第 九 条 の 四  法 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 独

立 行 政 法 人 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 七 十 三 （ 略 ） 

 七 十 四 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

 七 十 五 ～ 百 七 （ 略 ） 
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◎ 自 衛 隊 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 九 年 政 令 第 百 七 十 九 号 ）                         （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

別 表 第 十 （ 第 六 十 条 の 二 関 係 ） 

 一 ～ 六 十 二 （ 略 ） 

 六 十 三 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 六 十 四 ～ 八 十 三 （ 略 ） 

別 表 第 十 （ 第 六 十 条 の 二 関 係 ） 

 一 ～ 六 十 二 （ 略 ） 

 六 十 三 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 六 十 四 ～ 八 十 三 （ 略 ） 
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◎ 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の 環 境 に 配 慮 し た 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項 の 法 人 を 定 め る 政 令 （ 平 成

十 七 年 政 令 第 四 十 二 号 ）                                     （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の 環 境 に 配 慮 し た

事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 環 境 情 報 の 提 供 の 促 進 等 に よ る 特 定 事 業 者 等 の 環 境 に 配 慮 し た

事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項 の 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 
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◎ 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 年 政 令 第 三 百 八 十 九 号 ）                   （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 退 職 手 当 通 算 法 人 ） 

第 二 条  法 第 百 六 条 の 二 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 独 立 行 政

法 人 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 ～ 四 十 五 （ 略 ） 

四 十 六 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

四 十 七 ～ 八 十 三 （ 略 ） 

 

 （ 退 職 手 当 通 算 法 人 ） 

第 二 条  法 第 百 六 条 の 二 第 三 項 の 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 独 立 行 政

法 人 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 ～ 四 十 五 （ 略 ） 

四 十 六 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

四 十 七 ～ 八 十 三 （ 略 ） 

 

 （ 内 閣 総 理 大 臣 へ の 事 前 の 再 就 職 の 届 出 に 係 る 特 殊 法 人 ） 

第 三 十 条  法 第 百 六 条 の 二 十 四 第 一 項 第 二 号 の 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。 

一 ～ 十 四 （ 略 ） 

十 五 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

十 六 ～ 三 十 （ 略 ） 

 

 （ 内 閣 総 理 大 臣 へ の 事 前 の 再 就 職 の 届 出 に 係 る 特 殊 法 人 ） 

第 三 十 条  法 第 百 六 条 の 二 十 四 第 一 項 第 二 号 の 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。 

一 ～ 十 四 （ 略 ） 

十 五 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

十 六 ～ 三 十 （ 略 ） 
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◎ 特 定 独 立 行 政 法 人 の 役 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 政 令 （ 平 成 二 十 年 政 令 第 三 百 九 十 号 ）           （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 内 閣 総 理 大 臣 へ の 事 前 の 再 就 職 の 届 出 に 係 る 特 殊 法 人 ） 

第 十 六 条  準 用 国 家 公 務 員 法 第 百 六 条 の 二 十 四 第 一 項 第 二 号 の 政

令 で 定 め る 法 人 は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。 

一 ～ 十 四 （ 略 ） 

十 五 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

十 六 ～ 三 十 （ 略 ） 

 

 （ 内 閣 総 理 大 臣 へ の 事 前 の 再 就 職 の 届 出 に 係 る 特 殊 法 人 ） 

第 十 六 条  準 用 国 家 公 務 員 法 第 百 六 条 の 二 十 四 第 一 項 第 二 号 の 政

令 で 定 め る 法 人 は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。 

一 ～ 十 四 （ 略 ） 

十 五 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

十 六 ～ 三 十 （ 略 ） 
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◎ 国 家 公 務 員 共 済 組 合 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 二 百 七 号 ）                    （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 継 続 長 期 組 合 員 に つ き 組 合 員 期 間 の 通 算 を 認 め る 公 庫 等 又 は

特 定 公 庫 等 の 範 囲 ） 

第 四 十 三 条  法 第 百 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 公 庫 等 （ 以 下

「 公 庫 等 」 と い う 。 ） に 係 る 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 九 十 三 （ 略 ） 

 九 十 四  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 日 本 環 境 安 全 事 業

株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二

十 号 ） に よ る 改 正 前 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 平 成 十

五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式

会 社 を 含 む 。 ） 

 九 十 五 ～ 百 三 十 （ 略 ） 

２  法 第 百 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 公 庫 等 （ 以 下 「 特

定 公 庫 等 」 と い う 。 ） に 係 る 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 九 十 一 （ 略 ） 

 九 十 二  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 日 本 環 境 安 全 事 業

株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る 改 正 前 の 日 本 環 境 安

全 事 業 株 式 会 社 法 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社

を 含 む 。 ） 

 九 十 三 ～ 百 十 五 （ 略 ） 

 （ 継 続 長 期 組 合 員 に つ き 組 合 員 期 間 の 通 算 を 認 め る 公 庫 等 又 は

特 定 公 庫 等 の 範 囲 ） 

第 四 十 三 条  法 第 百 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 公 庫 等 （ 以 下

「 公 庫 等 」 と い う 。 ） に 係 る 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 九 十 三 （ 略 ） 

 九 十 四 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

 

 九 十 五 ～ 百 三 十 （ 略 ） 

２  法 第 百 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 公 庫 等 （ 以 下 「 特

定 公 庫 等 」 と い う 。 ） に 係 る 同 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 一 ～ 九 十 一 （ 略 ） 

 九 十 二 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

 九 十 三 ～ 百 十 五 （ 略 ） 



 

7 

◎ 地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 七 年 政 令 第 三 百 五 十 二 号 ）                 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 継 続 長 期 組 合 員 に 係 る 公 庫 等 の 範 囲 ） 

第 三 十 九 条  法 第 百 四 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

 （ 継 続 長 期 組 合 員 に 係 る 公 庫 等 の 範 囲 ） 

第 三 十 九 条  法 第 百 四 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 法 人

は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ

ン タ ー 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 民 生 活 セ ン タ ー を 含 む 。 ） 、 独 立 行

政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研

究 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 五 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 原 子 力 研 究 所 及 び 同 法 附 則

第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 核 燃 料 サ イ ク ル 開 発 機

構 並 び に 日 本 原 子 力 研 究 所 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 五

十 九 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 日 本 原 子 力 船 研 究 開 発 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人

理 化 学 研 究 所 （ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 法 （ 平 成 十 四 年 法

律 第 百 六 十 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 理

化 学 研 究 所 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 （ 独 立 行 政

法 人 国 際 交 流 基 金 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 附 則 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際 交 流 基 金 を 含 む 。 ） 、

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 、 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 （ 独

立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九 十 四 号 ）

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ

ン タ ー 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 民 生 活 セ ン タ ー を 含 む 。 ） 、 独 立 行

政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研

究 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 五 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 原 子 力 研 究 所 及 び 同 法 附 則

第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 核 燃 料 サ イ ク ル 開 発 機

構 並 び に 日 本 原 子 力 研 究 所 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 五

十 九 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 日 本 原 子 力 船 研 究 開 発 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人

理 化 学 研 究 所 （ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 法 （ 平 成 十 四 年 法

律 第 百 六 十 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 理

化 学 研 究 所 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 （ 独 立 行 政

法 人 国 際 交 流 基 金 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 附 則 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際 交 流 基 金 を 含 む 。 ） 、

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 、 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 （ 独

立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九 十 四 号 ）
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附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 育 英 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法

人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 二

号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 体 育 ・ 学

校 健 康 セ ン タ ー 、 同 法 附 則 第 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 日 本

体 育 ・ 学 校 健 康 セ ン タ ー 法 （ 昭 和 六 十 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 附

則 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 立 競 技 場 及 び 旧 日

本 学 校 健 康 会 並 び に 同 法 附 則 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の

日 本 学 校 健 康 会 法 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 六

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 学 校 安 全 会 を 含 む 。 ） 、

国 立 教 育 会 館 の 解 散 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 六 十 二

号 ） 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 立 教 育 会 館 、 独 立 行 政

法 人 日 本 学 術 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 法 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 九 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解

散 し た 旧 日 本 学 術 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 放 送 大 学 学 園 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 放 送 大 学 学 園 （ 同

法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 放 送 大 学 学 園 を

含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日

本 芸 術 文 化 振 興 会 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 三 号 ） 附 則 第

二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 立 重 度 知 的 障 害 者 総 合 施 設 の ぞ み の 園 、

年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 （ 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立

行 政 法 人 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 五 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の

附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 育 英 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法

人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 二

号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 体 育 ・ 学

校 健 康 セ ン タ ー 、 同 法 附 則 第 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 日 本

体 育 ・ 学 校 健 康 セ ン タ ー 法 （ 昭 和 六 十 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 附

則 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 立 競 技 場 及 び 旧 日

本 学 校 健 康 会 並 び に 同 法 附 則 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の

日 本 学 校 健 康 会 法 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 六

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 学 校 安 全 会 を 含 む 。 ） 、

国 立 教 育 会 館 の 解 散 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 六 十 二

号 ） 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 立 教 育 会 館 、 独 立 行 政

法 人 日 本 学 術 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 法 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 九 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解

散 し た 旧 日 本 学 術 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 放 送 大 学 学 園 法 （ 平 成 十

四 年 法 律 第 百 五 十 六 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 放 送 大 学 学 園 （ 同

法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 放 送 大 学 学 園 を

含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日

本 芸 術 文 化 振 興 会 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 六 十 三 号 ） 附 則 第

二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 立 重 度 知 的 障 害 者 総 合 施 設 の ぞ み の 園 、

年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 （ 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立

行 政 法 人 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 五 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の
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規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 資 金 運 用 基 金 及 び 同 法 附 則 第 十 四

条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 年 金 福 祉 事 業 団 の 解 散 及 び 業 務 の 承

継 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 二 十 号 ） 第 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 福 祉 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政

法 人 農 業 者 年 金 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 基 金 法 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解

散 し た 旧 農 業 者 年 金 基 金 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振

興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律

第 百 七 十 二 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日

本 貿 易 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技

術 総 合 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合

開 発 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発

機 構 及 び 石 炭 鉱 害 賠 償 等 臨 時 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 八 年 法 律 第 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

解 散 し た 旧 石 炭 鉱 害 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光

振 興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光 振 興 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法

律 第 百 八 十 一 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧

国 際 観 光 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 関 西 国 際 空 港 及 び 大 阪 国 際 空 港 の

一 体 的 か つ 効 率 的 な 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三

年 法 律 第 五 十 四 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 設 置 管 理 法 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 関 西 国 際 空 港 株 式 会

社 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 五 十 三 号 ） に よ り 設 立 さ れ た 関 西

規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 資 金 運 用 基 金 及 び 同 法 附 則 第 十 四

条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 年 金 福 祉 事 業 団 の 解 散 及 び 業 務 の 承

継 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 二 十 号 ） 第 一 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 福 祉 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政

法 人 農 業 者 年 金 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 基 金 法 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解

散 し た 旧 農 業 者 年 金 基 金 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振

興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律

第 百 七 十 二 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日

本 貿 易 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技

術 総 合 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合

開 発 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 四 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発

機 構 及 び 石 炭 鉱 害 賠 償 等 臨 時 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 八 年 法 律 第 二 十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

解 散 し た 旧 石 炭 鉱 害 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光

振 興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光 振 興 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法

律 第 百 八 十 一 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧

国 際 観 光 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 関 西 国 際 空 港 及 び 大 阪 国 際 空 港 の

一 体 的 か つ 効 率 的 な 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三

年 法 律 第 五 十 四 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 設 置 管 理 法 」 と い

う 。 ） 附 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 関 西 国 際 空 港 株 式 会

社 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 五 十 三 号 ） に よ り 設 立 さ れ た 関 西
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国 際 空 港 株 式 会 社 （ 設 置 管 理 法 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に

お け る も の に 限 る 。 ） 、 北 海 道 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 旅 客 鉄 道 株

式 会 社 及 び 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 一 号 。 以 下 こ の 号 に お い て

「 旅 客 会 社 法 改 正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 旅 客 鉄 道 株 式

会 社 及 び 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 六 十 一 年

法 律 第 八 十 八 号 ） に よ り 設 立 さ れ た 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

（ 旅 客 会 社 法 改 正 法 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る も の

に 限 る 。 ） 、 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、

日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 、 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 東 日 本 電 信

電 話 株 式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 独 立 行 政 法 人 労 働

政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 、 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 、

独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 を 廃 止 す る 法 律 （ 平 成 二

十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 （ 同 法 に よ る 廃 止 前

の 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百

七 十 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 ・ 能

力 開 発 機 構 及 び 同 法 附 則 第 六 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 雇 用 ・

能 力 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 十 号 ） 附 則 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 促 進 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 消 防 団

員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 、 日 本 消 防 検 定 協 会 、 輸 出 入 ・

港 湾 関 連 情 報 処 理 セ ン タ ー 株 式 会 社 、 全 国 健 康 保 険 協 会 、 日

本 年 金 機 構 、 全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 、 地 方 競 馬 全 国 協

国 際 空 港 株 式 会 社 （ 設 置 管 理 法 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に

お け る も の に 限 る 。 ） 、 北 海 道 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 旅 客 鉄 道 株

式 会 社 及 び 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 一 号 。 以 下 こ の 号 に お い て

「 旅 客 会 社 法 改 正 法 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 旅 客 鉄 道 株 式

会 社 及 び 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 六 十 一 年

法 律 第 八 十 八 号 ） に よ り 設 立 さ れ た 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

（ 旅 客 会 社 法 改 正 法 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る も の

に 限 る 。 ） 、 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 九 州 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、

日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 、 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 東 日 本 電 信

電 話 株 式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 独 立 行 政 法 人 労 働

政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 、 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 、

独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 を 廃 止 す る 法 律 （ 平 成 二

十 三 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 （ 同 法 に よ る 廃 止 前

の 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百

七 十 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 ・ 能

力 開 発 機 構 及 び 同 法 附 則 第 六 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 雇 用 ・

能 力 開 発 機 構 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 十 号 ） 附 則 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 促 進 事 業 団 を 含 む 。 ） 、 消 防 団

員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 、 日 本 消 防 検 定 協 会 、 輸 出 入 ・

港 湾 関 連 情 報 処 理 セ ン タ ー 株 式 会 社 、 全 国 健 康 保 険 協 会 、 日

本 年 金 機 構 、 全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 、 地 方 競 馬 全 国 協
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会 、 漁 船 保 険 中 央 会 、 漁 業 共 済 組 合 連 合 会 、 日 本 商 工 会 議 所 、

日 本 ア ル コ ー ル 産 業 株 式 会 社 、 高 圧 ガ ス 保 安 協 会 、 原 子 力 発

電 環 境 整 備 機 構 、 日 本 弁 理 士 会 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、

全 国 商 工 会 連 合 会 、 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 、 軽 自 動 車 検

査 協 会 、 小 型 船 舶 検 査 機 構 、 東 京 地 下 鉄 株 式 会 社 、 成 田 国 際

空 港 株 式 会 社 （ 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第

百 二 十 四 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新

東 京 国 際 空 港 公 団 を 含 む 。 ） 、 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 及 び 中

間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 （ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社

法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 百 二 十 号 ） に

よ る 改 正 前 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 五 年 法 律

第 四 十 四 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 を 含

む 。 ） 

五 （ 略 ） 

 

会 、 漁 船 保 険 中 央 会 、 漁 業 共 済 組 合 連 合 会 、 日 本 商 工 会 議 所 、

日 本 ア ル コ ー ル 産 業 株 式 会 社 、 高 圧 ガ ス 保 安 協 会 、 原 子 力 発

電 環 境 整 備 機 構 、 日 本 弁 理 士 会 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、

全 国 商 工 会 連 合 会 、 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 、 軽 自 動 車 検

査 協 会 、 小 型 船 舶 検 査 機 構 、 東 京 地 下 鉄 株 式 会 社 、 成 田 国 際

空 港 株 式 会 社 （ 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第

百 二 十 四 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新

東 京 国 際 空 港 公 団 を 含 む 。 ） 、 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 及 び 日

本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

 

五 （ 略 ） 

 

第 四 十 三 条 （ 略 ） 

２ ～ ５ （ 略 ） 

６  国 の 職 員 に 係 る 法 第 百 四 十 二 条 第 二 項 の 表 第 百 四 十 条 第 一 項

の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公

庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 、 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 東 日 本

電 信 電 話 株 式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 消 防 団 員 等 公

第 四 十 三 条 （ 略 ） 

２ ～ ５ （ 略 ） 

６  国 の 職 員 に 係 る 法 第 百 四 十 二 条 第 二 項 の 表 第 百 四 十 条 第 一 項

の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公

庫 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。 
一 ～ 三 （ 略 ） 

四  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 、 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 東 日 本

電 信 電 話 株 式 会 社 、 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 、 消 防 団 員 等 公
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務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 、 危 険 物 保 安 技 術 協 会 、 独 立 行 政 法 人

国 際 交 流 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 法 附 則 第 三 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際 交 流 基 金 を 含 む 。 ） 、 株 式 会 社

日 本 政 策 金 融 公 庫 、 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 、 輸 出 入 ・ 港

湾 関 連 情 報 処 理 セ ン タ ー 株 式 会 社 、 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 、

独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 、 独 立 行 政 法 人 理 化 学

研 究 所 （ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 解 散 し た 旧 理 化 学 研 究 所 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日

本 学 術 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 法 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 学 術 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 放 送

大 学 学 園 法 第 三 条 に 規 定 す る 放 送 大 学 学 園 （ 同 法 附 則 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 放 送 大 学 学 園 を 含 む 。 ） 、 独 立

行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構

法 附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 育 英 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法

人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 法 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 解 散 し た 旧 日 本 体 育 ・ 学 校 健 康 セ ン タ ー を 含 む 。 ） 、 独 立 行

政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興

会 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 芸 術 文 化

振 興 会 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 、 独

立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 、 独 立 行 政 法 人 国 立 重 度 知

的 障 害 者 総 合 施 設 の ぞ み の 園 、 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発

機 構 法 を 廃 止 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し

務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 、 危 険 物 保 安 技 術 協 会 、 独 立 行 政 法 人

国 際 交 流 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 交 流 基 金 法 附 則 第 三 条 第 一

項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際 交 流 基 金 を 含 む 。 ） 、 株 式 会 社

日 本 政 策 金 融 公 庫 、 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 、 輸 出 入 ・ 港

湾 関 連 情 報 処 理 セ ン タ ー 株 式 会 社 、 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 、

独 立 行 政 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構 、 独 立 行 政 法 人 理 化 学

研 究 所 （ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 解 散 し た 旧 理 化 学 研 究 所 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日

本 学 術 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 法 附 則 第 二 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 学 術 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 放 送

大 学 学 園 法 第 三 条 に 規 定 す る 放 送 大 学 学 園 （ 同 法 附 則 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 放 送 大 学 学 園 を 含 む 。 ） 、 独 立

行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構

法 附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 育 英 会 を 含

む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー （ 独 立 行 政 法

人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 法 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 解 散 し た 旧 日 本 体 育 ・ 学 校 健 康 セ ン タ ー を 含 む 。 ） 、 独 立 行

政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会 （ 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興

会 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日 本 芸 術 文 化

振 興 会 を 含 む 。 ） 、 独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 、 独

立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 、 独 立 行 政 法 人 国 立 重 度 知

的 障 害 者 総 合 施 設 の ぞ み の 園 、 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発

機 構 法 を 廃 止 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し
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た 旧 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 （ 同 法 に よ る 廃 止 前 の

独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 を 含 む 。 ） 、 年 金 積 立 金

管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 （ 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 法

附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 資 金 運 用 基 金

を 含 む 。 ） 、 全 国 健 康 保 険 協 会 、 日 本 年 金 機 構 、 全 国 土 地 改 良

事 業 団 体 連 合 会 、 地 方 競 馬 全 国 協 会 、 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年

金 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 基 金 法 附 則 第 四 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 解 散 し た 旧 農 業 者 年 金 基 金 を 含 む 。 ） 、 漁 船 保 険 中

央 会 、 漁 業 共 済 組 合 連 合 会 、 日 本 商 工 会 議 所 、 自 転 車 競 技 法

及 び 小 型 自 動 車 競 走 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法

律 第 八 十 二 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日

本 自 転 車 振 興 会 、 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 （ 独 立 行 政

法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 日 本 貿 易 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 自 転 車 競 技 法 及 び 小 型 自 動

車 競 走 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 解 散 し た 旧 日 本 小 型 自 動 車 振 興 会 、 日 本 ア ル コ ー ル 産 業 株

式 会 社 、 高 圧 ガ ス 保 安 協 会 、 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産

業 技 術 総 合 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術

総 合 開 発 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新

エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 を 含 む 。 ） 、 原 子 力 発 電 環

境 整 備 機 構 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、 全 国 商 工 会 連 合 会 、

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 、 独 立 行 政 法 人 奄 美 群 島 振 興 開 発

た 旧 独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 （ 同 法 に よ る 廃 止 前 の

独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 解 散 し た 旧 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 を 含 む 。 ） 、 年 金 積 立 金

管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 （ 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 法

附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 年 金 資 金 運 用 基 金

を 含 む 。 ） 、 全 国 健 康 保 険 協 会 、 日 本 年 金 機 構 、 全 国 土 地 改 良

事 業 団 体 連 合 会 、 地 方 競 馬 全 国 協 会 、 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年

金 基 金 （ 独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 基 金 法 附 則 第 四 条 第 一 項 の

規 定 に よ り 解 散 し た 旧 農 業 者 年 金 基 金 を 含 む 。 ） 、 漁 船 保 険 中

央 会 、 漁 業 共 済 組 合 連 合 会 、 日 本 商 工 会 議 所 、 自 転 車 競 技 法

及 び 小 型 自 動 車 競 走 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法

律 第 八 十 二 号 ） 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 日

本 自 転 車 振 興 会 、 独 立 行 政 法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 （ 独 立 行 政

法 人 日 本 貿 易 振 興 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散

し た 旧 日 本 貿 易 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 自 転 車 競 技 法 及 び 小 型 自 動

車 競 走 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 附 則 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 解 散 し た 旧 日 本 小 型 自 動 車 振 興 会 、 日 本 ア ル コ ー ル 産 業 株

式 会 社 、 高 圧 ガ ス 保 安 協 会 、 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産

業 技 術 総 合 開 発 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術

総 合 開 発 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 新

エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 を 含 む 。 ） 、 原 子 力 発 電 環

境 整 備 機 構 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 、 全 国 商 工 会 連 合 会 、

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 、 独 立 行 政 法 人 奄 美 群 島 振 興 開 発
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基 金 、 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光 振 興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 観

光 振 興 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際

観 光 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 軽 自 動 車 検 査 協 会 、 小 型 船 舶 検 査 機 構 、

関 西 国 際 空 港 及 び 大 阪 国 際 空 港 の 一 体 的 か つ 効 率 的 な 設 置 及

び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 設 置 管 理 法 」 と

い う 。 ） 附 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 関 西 国 際 空 港 株 式

会 社 法 に よ り 設 立 さ れ た 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 （ 設 置 管 理 法

の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る も の に 限 る 。 ） 、 北 海 道 旅

客 鉄 道 株 式 会 社 、 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 九 州 旅 客 鉄 道 株 式

会 社 、 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 、 東 京 地 下 鉄 株 式 会 社 、 成 田 国

際 空 港 株 式 会 社 、 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 首 都 高 速 道 路 株

式 会 社 、 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 、 本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路 株 式 会 社 、 新

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 及 び 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社

（ 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ る

改 正 前 の 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 第 一 条 第 一 項 の 日 本 環

境 安 全 事 業 株 式 会 社 を 含 む 。 ） 

五 （ 略 ） 

７ ・ ８ （ 略 ） 

基 金 、 独 立 行 政 法 人 国 際 観 光 振 興 機 構 （ 独 立 行 政 法 人 国 際 観

光 振 興 機 構 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た 旧 国 際

観 光 振 興 会 を 含 む 。 ） 、 軽 自 動 車 検 査 協 会 、 小 型 船 舶 検 査 機 構 、

関 西 国 際 空 港 及 び 大 阪 国 際 空 港 の 一 体 的 か つ 効 率 的 な 設 置 及

び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 設 置 管 理 法 」 と

い う 。 ） 附 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 関 西 国 際 空 港 株 式

会 社 法 に よ り 設 立 さ れ た 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 （ 設 置 管 理 法

の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る も の に 限 る 。 ） 、 北 海 道 旅

客 鉄 道 株 式 会 社 、 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 、 九 州 旅 客 鉄 道 株 式

会 社 、 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社 、 東 京 地 下 鉄 株 式 会 社 、 成 田 国

際 空 港 株 式 会 社 、 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 首 都 高 速 道 路 株

式 会 社 、 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 、 本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路 株 式 会 社 、 新

関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 及 び 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 

 

 

 

五 （ 略 ） 

７ ・ ８ （ 略 ） 
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◎ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 三 百 号 ）               （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 ） 

第 二 条 の 五  法 第 五 条 の 三 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 事 業 は 、 次 の と

お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 が 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事

業 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 七 条 第 一 項 第

四 号 の 規 定 に よ り 行 う ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 （ ポ リ 塩 化

ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法

（ 平 成 十 三 年 法 律 第 六 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る ポ リ

塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 を い う 。 ） の 処 理 施 設 の 整 備 に 関 す る 事

業 

五 ・ 六 （ 略 ） 

 

 （ 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 ） 

第 二 条 の 五  法 第 五 条 の 三 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 事 業 は 、 次 の と

お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 が 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法

（ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行

う ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 （ ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物 の

適 正 な 処 理 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 六

十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 廃 棄 物

を い う 。 ） の 処 理 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 業 

 

五 ・ 六 （ 略 ） 
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◎ 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 三 十 四 号 ）       （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 特 殊 法 人 等 の 範 囲 ） 

第 一 条  公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 次

の と お り と す る 。 

一  首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 、 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 、 中 間 貯

蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 、 中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 成 田

国 際 空 港 株 式 会 社 、 西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 阪 神 高 速 道 路

株 式 会 社 、 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路

株 式 会 社 、 沖 縄 科 学 技 術 大 学 院 大 学 学 園 及 び 日 本 中 央 競 馬 会 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 （ 特 殊 法 人 等 の 範 囲 ） 

第 一 条  公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 法 人 は 、 次

の と お り と す る 。 

一  首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 、 新 関 西 国 際 空 港 株 式 会 社 、 中 日 本

高 速 道 路 株 式 会 社 、 成 田 国 際 空 港 株 式 会 社 、 西 日 本 高 速 道 路

株 式 会 社 、 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 、 阪 神 高 速 道 路 株 式 会

社 、 東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 、 本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路 株 式 会

社 、 沖 縄 科 学 技 術 大 学 院 大 学 学 園 及 び 日 本 中 央 競 馬 会 

二 ・ 三 （ 略 ） 
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◎ 環 境 省 組 織 令 （ 平 成 十 二 年 政 令 第 二 百 五 十 六 号 ）                          （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

 （ 大 臣 官 房 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 条 大 臣 官 房 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

 一 ～ 二 十 八 （ 略 ） 

 二 十 九  廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 並 び に 清 掃 に 関 す

る こ と （ 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 ・

環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 七

条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 業 務 及 び こ れ ら に 附

帯 す る 業 務 （ 以 下 「 中 間 貯 蔵 業 務 」 と い う 。 ） に 係 る も の を 除

く 。 ） 。 

 三 十 ～ 三 十 三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

 （ 大 臣 官 房 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 条 大 臣 官 房 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

 一 ～ 二 十 八 （ 略 ） 

 二 十 九  廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 並 び に 清 掃 に 関 す

る こ と 。 

  

 

 

 

三 十 ～ 三 十 三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 （ 総 合 環 境 政 策 局 の 所 掌 事 務 ） 

第 四 条 総 合 環 境 政 策 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 ～ 十 八 （ 略 ） 

十 九  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全

事 業 株 式 会 社 の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。 

二 十 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

 （ 総 合 環 境 政 策 局 の 所 掌 事 務 ） 

第 四 条 総 合 環 境 政 策 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 ～ 十 八 （ 略 ） 

十 九  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 日 本 環 境 安 全 事 業 株

式 会 社 の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。 

二 十 （ 略 ） 
２ （ 略 ） 

 

 （ 地 球 環 境 局 の 所 掌 事 務 ）  （ 地 球 環 境 局 の 所 掌 事 務 ） 
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第 五 条 地 球 環 境 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 
一 ～ 九 （ 略 ） 

十  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 独 立 行 政 法 人 国 際

協 力 機 構 の 委 託 に 基 づ く 開 発 途 上 地 域 か ら の 技 術 研 修 員 に 対

す る 研 修 及 び こ れ に 附 帯 す る 業 務 に 関 す る こ と 。 

十 一 （ 略 ） 

 

第 五 条 地 球 環 境 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 

十  日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機

構 の 委 託 に 基 づ く 開 発 途 上 地 域 か ら の 技 術 研 修 員 に 対 す る 研

修 及 び こ れ に 附 帯 す る 業 務 に 関 す る こ と 。 

十 一 （ 略 ） 

 

 （ 水 ・ 大 気 環 境 局 の 所 掌 事 務 ） 

第 六 条 水 ・ 大 気 環 境 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ） 

七  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 業 務 に 関

す る こ と 。 

八 ～ 十 七 （ 略 ） 

 

 （ 水 ・ 大 気 環 境 局 の 所 掌 事 務 ） 

第 六 条 水 ・ 大 気 環 境 局 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

 一 ～ 六 （ 略 ） 

（ 新 規 ） 

 

七 ～ 十 六 

 （ 企 画 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 十 六 条 企 画 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五

年 法 律 第 百 三 十 七 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い う 。 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。 第 十 七 条 第 四 号 及 び 第 二 十

五 条 第 一 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理

に 関 す る こ と （ 廃 棄 物 の 再 生 に 係 る も の （ 廃 棄 物 処 理 法 の 施

行 に 関 す る こ と 並 び に 独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 中

 （ 企 画 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 十 六 条 企 画 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四  廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 五

年 法 律 第 百 三 十 七 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い う 。 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。 第 十 七 条 第 四 号 及 び 第 二 十

五 条 第 一 号 を 除 き 、 以 下 同 じ 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理

に 関 す る こ と （ 廃 棄 物 の 再 生 に 係 る も の （ 廃 棄 物 処 理 法 の 施

行 に 関 す る こ と 並 び に 独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 日
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間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 業 務 に 関 す る こ と を 除

く 。 ） に 限 る 。 ） 。 
五 ～ 八 （ 略 ） 

 

本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 業 務 に 関 す る こ と を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） 。 

五 ～ 八 （ 略 ） 

 

 （ 廃 棄 物 対 策 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 十 七 条 廃 棄 物 対 策 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一  一 般 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 廃

棄 物 を い う 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 中

間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 業 務 に 係 る も

の 並 び に 企 画 課 及 び 産 業 廃 棄 物 課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。  

 二 ・ 三 （ 略 ） 

 四  原 子 炉 の 運 転 等 に 起 因 す る 事 故 に よ り 放 出 さ れ た 放 射 性 物

質 に よ り 汚 染 さ れ た 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 一 項 に 規

定 す る 廃 棄 物 を 除 く 。 ） の 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 中 間 貯

蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 業 務 に 係 る も の を

除 く 。 ） 。  

 五 ～ 七 （ 略 ） 

 

 （ 廃 棄 物 対 策 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 十 七 条 廃 棄 物 対 策 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一  一 般 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 廃

棄 物 を い う 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 企

画 課 及 び 産 業 廃 棄 物 課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。  

  

 

二 ・ 三 （ 略 ） 

 四  原 子 炉 の 運 転 等 に 起 因 す る 事 故 に よ り 放 出 さ れ た 放 射 性 物

質 に よ り 汚 染 さ れ た 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 一 項 に 規

定 す る 廃 棄 物 を 除 く 。 ） の 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と 。  

  

 

五 ～ 七 （ 略 ） 

 

 （ 産 業 廃 棄 物 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 十 八 条 産 業 廃 棄 物 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 （ 略 ） 

 二  産 業 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 産 業 廃

 （ 産 業 廃 棄 物 課 の 所 掌 事 務 ） 
第 十 八 条 産 業 廃 棄 物 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 （ 略 ） 

 二  産 業 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 処 理 法 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 産 業 廃
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棄 物 を い う 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 中

間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 業 務 に 係 る も

の 並 び に 企 画 課 及 び 廃 棄 物 対 策 課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除

く 。 ） 。 

 三 ・ 四 （ 略 ） 

 五  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 の 行 う 業 務 （ 廃 棄 物 の 排 出

の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 関 す る こ と 。 

 

 六  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 業 務 （ 廃 棄 物 の 排

出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 係 る も の に 限 り 、 中 間 貯 蔵 業 務 を

除 く 。 ） に 関 す る こ と 。 

 

棄 物 を い う 。 ） の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る こ と （ 企

画 課 及 び 廃 棄 物 対 策 課 の 所 掌 に 属 す る も の を 除 く 。 ） 。 

  

 

三 ・ 四 （ 略 ） 

 五  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式

会 社 の 行 う 業 務 （ 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 及 び 適 正 な 処 理 に 係 る

も の に 限 る 。 ） に 関 す る こ と 。 

（ 新 規 ） 

 （ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 二 十 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 

十  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事

業 株 式 会 社 の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。 

十 一 （ 略 ） 

 

 （ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 二 十 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 九 （ 略 ） 

十  独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 及 び 日 本 環 境 安 全 事 業 株 式

会 社 の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。 

十 一 （ 略 ） 

 

 （ 国 際 連 携 課 の 所 掌 事 務 ） 

第 三 十 条 国 際 連 携 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

六  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 独 立 行 政 法 人 国 際

 （ 国 際 連 携 課 の 所 掌 事 務 ） 
第 三 十 条 国 際 連 携 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

六  日 本 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機
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協 力 機 構 の 委 託 に 基 づ く 開 発 途 上 地 域 か ら の 技 術 研 修 員 に 対

す る 研 修 及 び こ れ に 附 帯 す る 業 務 に 関 す る こ と 。 

 

構 の 委 託 に 基 づ く 開 発 途 上 地 域 か ら の 技 術 研 修 員 に 対 す る 研

修 及 び こ れ に 附 帯 す る 業 務 に 関 す る こ と 。 

 

 （ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 二 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 七 （ 略 ） 

 八  中 間 貯 蔵 ・ 環 境 安 全 事 業 株 式 会 社 の 行 う 中 間 貯 蔵 業 務 に 関

す る こ と 。 

 九 ～ 十 二 （ 略 ） 

 

 （ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 二 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 七 （ 略 ） 

（ 新 規 ）  

 

八 ～ 十 一 （ 略 ） 

 （ 水 環 境 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 五 条 水 環 境 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 八 （ 略 ） 

 九  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 六 条 第 十 七 号 に 掲 げ る 事 務

の う ち 環 境 の 構 成 要 素 と し て の 水 （ 水 底 の 底 質 を 含 み 、 地 下

水 を 除 く 。 ） に 係 る も の 

 

 （ 水 環 境 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 五 条 水 環 境 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 八 （ 略 ） 

九  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 六 条 第 十 六 号 に 掲 げ る 事 務

の う ち 環 境 の 構 成 要 素 と し て の 水 （ 水 底 の 底 質 を 含 み 、 地

下 水 を 除 く 。 ） に 係 る も の 

 （ 土 壌 環 境 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 六 条 土 壌 環 境 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 四 （ 略 ） 

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 六 条 第 十 七 号 に 掲 げ る 事 務

の う ち 環 境 の 構 成 要 素 と し て の 地 下 水 、 土 壌 及 び 地 盤 に 係 る

も の 

 （ 土 壌 環 境 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 六 条 土 壌 環 境 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 一 ～ 四 （ 略 ） 
五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 第 六 条 第 十 六 号 に 掲 げ る 事 務

の う ち 環 境 の 構 成 要 素 と し て の 地 下 水 、 土 壌 及 び 地 盤 に 係

る も の 

 


